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規 則

高知県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部を改正

する規則をここに公布する。

平成24年 9 月25日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第68号

高知県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部

を改正する規則

高知県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則（平成 7 年高

知県規則第85号）の一部を次のように改正する。

第11条の次に次の 1 条を加える。

（飼養する犬及び猫の引取り申請）

第11条の 2 　法第第35条第 1 項の規定により犬又は猫の引取りを

受けようとする犬又は猫の所有者は、別記第 9 号様式の 2 によ

る飼養犬（飼養猫）引取り申請書に別記第 9 号様式の 3 による

誓約書を添えて知事に提出しなければならない。

別記第 9 号様式の次に次の 2 様式を加える。
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附　則

この規則は、平成24年10月 1 日から施行する。

告 示

高知県告示第600号

漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第 5 項におい

て準用する同法第105条の 2 第 3 項の規定による届出を審査した

結果、次の区域及び区分について同届出に係る同意が同法第108

条第 2 項に規定する要件に適合すると認めた。

  　平成24年 9 月25日

高知県知事　尾﨑　正直

区域及び区分

 1 　高知県漁業協同組合の地区のうち旧佐賀町漁業協同組合の地

区

　　小型かつお漁業及び大型定置漁業

 2 　高知県漁業協同組合の地区のうち旧手結漁業協同組合の地区

総トン数10トン未満の漁船により行うしいら漬け漁業

公 告

特定非営利活動促進法（平成10年法律第 7 号）第25条第 4 項の

規定により、特定非営利活動法人の定款変更の認証の申請があっ

たので、同条第 5 項において準用する同法第10条第 2 項の規定に

より次のとおり公告する。

なお、関係書類は、平成24年 9 月13日から 2 月間高知県文化生

活部県民生活・男女共同参画課において縦覧に供する。

平成24年 9 月13日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第16条第 2 項に規定

する平成24年度高知県家畜人工授精等講習会修業試験の合格者を

平成24年 9 月4日付けで次のとおり決定したので、高知県家畜人

工授精等講習会規程（昭和25年11月高知県告示第521号）第 9 条

の規定により公告する。

平成24年 9 月25日

                    　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

受講者番号

 1 　 2 　 3 　 4 　 5 　 6 　 7 　 8 　 9 　10　11　12　13　14　

15　16　17　18　19　　

申請の

あった

年月日

平成24

年 9 月

13日

定款変更に係る特定非営利活動法人

名称

特定非

営利活

動法人

ワーク

スみら

い高知

代表者の

氏名

竹村　利

道

主たる

事務所

の所在

地

高知市

梅ノ辻
 9 番 9 

号

定款に記載された目的

この法人は、障害者を

雇用しようとする、ま

たは雇用している企業

に対して、障害者雇用

のための支援事業を行

うほか、社会環境作り

のための政策提言や必

要に応じた協働事業、

更には就労を希望する

障害者および支援する

関係者の人材育成にも

取り組むことにより、

企業の社会貢献と障害

者の社会的自立を一層

進展させ、もって公益

の増進に寄与すること

を目的とする。
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